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調 達 件 名

発 注 課

選定事業者

地方自治法施行令第167条の２第１項第６号（予定価格100万円超の場合に記入）

新ＭＩＣＥ施設整備にかかる事業計画検討業務

経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課

株式会社日本総合研究所　取締役社長　谷崎　勝教

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本市では、令和６年度に「新ＭＩＣＥ施設整備基本計画策定支援業務」（以下、「令和
６年度業務」という。）に係る受託者をプロポーザル方式により募集し、そこで選定され
た株式会社日本総合研究所より、同年度末に調査・分析結果等の報告（以下、「令和６年
度検討結果」という。）を受けている。
　新ＭＩＣＥ施設の整備に係る検討行程として本市内部における庁内合意形成が必要だ
が、令和６年度検討結果と関係所管部局が精査する内容を比較・検証し、本市としての最
終的な整備方針を固める必要がある。
　令和６年度検討結果は複雑な分析や推計が採用されており、その詳細な情報を保有して
いるのは令和６年度検討結果を受託した株式会社日本総合研究所のみであり、本市内部の
判断期限が差し迫っていることを考慮すると、可及的速やかに業務を履行する必要がある
ことから、経費・履行期間・技術力を総合的に勘案し、競争入札に付すよりも、株式会社
日本総合研究所に委託した方が有利と認められる。
　以上の理由から、地方自治法施行令第167条の２第１項第６号に基づき、株式会社日本
総合研究所を契約の相手方とする特定随意契約とするもの。
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